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資料－11 

大河津洗堰及び大河津可動堰の操作 

（信濃川水系信濃川大河津洗堰及び大河津分水路大河津可動堰操作規則の抜粋） 

 

（信濃川下流が洪水時の場合における操作の方法） 

第５条  所長は、前条第１項により洗堰を操作している場合において、見附流量が毎秒１３

０立方メートルを越えさらに増加するおそれがあるとき、又は保明新田水位が標高５．

０メートルを越えさらに上昇するおそれがあるときは、洗堰放流量を毎秒１５０立方メ

ートルに減じるように、洗堰主ゲートを所長の定める開度とする。                   

２．所長は、前項により洗堰を操作している場合において、見附流量が毎秒２５０立方メ

ートルを越えさらに増加するおそれがあるとき、又は保明新田水位が標高５．２メート

ルを越えさらに上昇するおそれがあるときは、次の各号に定めるところにより、洗堰を

操作する。 

一  洗堰主ゲートを全閉すること。 

二  洗堰魚道ゲートを全閉すること。 

三  洗堰呼び水水路バルブを全閉すること｡ 

四  せせらぎ水路制水ゲートを全閉すること。 

３．所長は、前項により洗堰を操作している場合において、見附流量が毎秒２５０立方メ

ートルを下まわり、かつ保明新田水位が標高５．２メートルを下まわったときは、次の

各号に定めるところにより、洗堰放流量を毎秒１５０立方メートルとするよう洗堰を操

作する。 

一  洗堰主ゲートを所長の定める開度とすること。 

二  洗堰魚道ゲートを全開すること。 

三  洗堰呼び水水路バルブを所長の定める開度とすること。 

四  せせらぎ水路制水ゲートを全開すること。 

４．所長は、前項により洗堰を操作している場合において、見附流量が毎秒１３０立方メ

ートルを下まわり、かつ保明新田水位が標高５．０メートルを下まわったときは、前条

第１項に定めるところにより洗堰を操作する。 

５．所長は、第１項、第２項及び第３項により、洗堰を操作する場合においては、大河津

閘門は通船止めとする。 

６．所長は、第１項、第２項、第３項及び第４項により、洗堰を操作する場合においては、

洗堰の上流側及び下流側の水位に急激な変動を生じないようにするものとする。 

（信濃川が平常時の場合における操作の方法） 

第６条 所長は、信濃川本川流量が毎秒３，３００立方メートル未満、かつ新潟県長岡市信

濃地先信濃川水系信濃川長岡観測所において測定した信濃川の水位から換算した流量

（以下「長岡流量」という。）が毎秒４，７００立方メートル未満であるときは、所長の
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定めるところにより可動堰の調節ゲート（以下、「可動堰調節ゲート」という。）及び可

動堰の主ゲート（以下、「可動堰主ゲート」という。）を操作して、信濃川本川流量から、

洗堰放流量、西川分派量及び可動堰の魚道流量を差し引いた流量（以下「無効放流量」

という。）を可動堰より下流の大河津分水路へ放流する。 

２．前項による可動堰調節ゲート及び可動堰主ゲートの操作は、大河津水位が標高１１．

４メートルから標高１１．９メートルの間となるように行うものとする。 

３．所長は、前２項により可動堰調節ゲート及び可動堰主ゲートを操作する場合において

は、可動堰の上流側及び下流側の水位に急激な変動を生じないようにするものとする。 

（信濃川が洪水時の場合における操作の方法） 

第７条  所長は、前条により可動堰主ゲートを操作している場合において、信濃川本川流量

が毎秒３，３００立方メートルに達しさらに上昇するおそれがあるときは、可動堰主ゲ

ートの開度を全門８．０メートルに上げるものとする。 

２．所長は、大河津水位が標高１２．０メートルに達しさらに上昇するおそれがあるとき

は、洗堰魚道ゲート、洗堰呼び水水路バルブ及びせせらぎ水路制水ゲートを全閉する。 

３．所長は、前条及び第１項により可動堰主ゲートを操作している場合において、長岡流

量が毎秒４，７００立方メートルを越えさらに上昇するおそれがあるとき、又は大河津

水位が標高１２．０メートルを超えさらに上昇するおそれがあるときは、可動堰主ゲー

トの開度を全門１３．０メートルに上げるものとする。また、大河津閘門は通船止めと

する。 

４．所長は、前項により可動堰主ゲートを操作している場合において、長岡流量が毎秒４，

０００立方メートルを下まわり、かつ大河津水位が標高１２．５５メートルを下まわっ

たときは、可動堰主ゲートの開度を全門８．０メートルに下げるものとする。また、大

河津閘門は通船開始とする。 

５．所長は、第２項により洗堰魚道ゲート、洗堰呼び水水路バルブ及びせせらぎ水路制水

ゲートを操作している場合において、大河津水位標高が１２．０メートルを下まわった

ときは、次の各号に定めるところにより洗堰魚道ゲート、洗堰呼び水水路バルブ及びせ

せらぎ水路制水ゲートを操作する。 

一  洗堰魚道ゲートを全開すること。 

二  洗堰呼び水水路バルブを所長の定める開度とすること。 

三  せせらぎ水路制水ゲートを全開すること。 

６．所長は、第４項により可動堰主ゲートを操作している場合において、大河津水位が標

高１２．２５メートルを下まわり、かつ長岡流量及び大河津水位が減水していることを

確認した場合は、前条に定めるところにより可動堰調節ゲート及び可動堰主ゲートを操

作する。 

７．所長は、第１項、第３項、第４項及び第６項により、可動堰主ゲートを操作する場合

においては、可動堰の上流側及び下流側の水位に急激な変動を生じないようにするもの

とする。 



信濃川水系信濃川蒲原大堰及び信濃川水系中ノ口川中ノ口川水門の操作

（信濃川水系信濃川蒲原大堰及び信濃川水系中ノ口川中ノ口川水門操作規則の抜粋）

（洪水時における操作の方法）

第３条 信濃川下流河川事務所長（以下「所長」という。）は、新潟県見附市嶺崎町地先信濃川

水系刈谷田川見附水位観測所において測定した刈谷田川の水位から換算した刈谷田川の流量（

以下「見附流量」という。）が毎秒 380立方メートルを超えたとき、又は新潟県三条市大字荒

沢地先信濃川水系五十嵐川荒沢水位観測所において測定した五十嵐川の水位から換算した五十

嵐川の流量（以下「荒沢流量」という。）が毎秒 330立方メートルを超えたときは、次の各号

に定めるところにより大堰及び水門を操作するものとする。

一 大堰主ゲート（以下「大堰主ゲート」という。）を全開する。

二 水門の下流側のゲート（以下「水門調節ゲート」といい、左岸側より「水門第１調節ゲー

ト」「水門第２調節ゲート」という。）を全開する。

三 水門の上流側のゲート（以下「水門主ゲート」といい、左岸側より「水門第１主ゲート」

「水門第２主ゲート」「水門第３主ゲート」「水門第４主ゲート」という。）のうち水門第

。２主ゲート及び水門第３主ゲートの下端高を標高４．６０メートルとする

四 水門主ゲートの第１主ゲート及び水門第４主ゲートを全閉維持する。

２ 所長は、前項において大堰及び水門を操作している場合において、見附流量が毎秒 380立方

メートル以下である場合において荒沢流量が毎秒 330立方メートル以下となったとき、又は荒

沢流量が毎秒 330立方メートル以下である場合において、見附流量が毎秒 380立方メートル以

下となったときは、次の各号に定めるところにより大堰及び水門を操作する。

一 大堰主ゲートを全閉すること。

二 大堰の閘門式魚道のゲート及び階段式魚道のゲート（両方併せて以下「大堰魚道ゲート」

という。）は所長の定める開度とする。

三 水門第２主ゲートを全開、水門第３主ゲートを全閉し、全開している水門第１調節ゲート

の扉頂高を標高6.10メートルとし、水門第２調節ゲートを全開しておくこと。

四 水門第１主ゲート及び水門第４主ゲートを全閉維持する。

所長は、第１項及び第２項により大堰及び水門を操作する場合においては、大堰又は水門の３

。上流及び下流の水位に急激な変動を生じないようにするものとする
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中ノ口川の排水機場運転調整 

 中ノ口川沿川には、土地改良区や新潟市の排水機場が点在しており、洪水時は中ノ口川に排水を行

っている。しかし、中ノ口川水門の洪水時操作を行った場合には、これら排水機場に対して、排水停

止の要請を行う。 

 

 1)中ノ口川沿川の排水機場分布 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
★1 曲通排水機場は白根橋水位 4.53m で排水量 5.7m3/s に制限する段階的な排水規制あり 

★2 七穂排水機場は白根橋水位 4.53m で排水量 5.25m3/s に制限する段階的な排水規制あり 
★3 中部排水機場の排水規制は 17.0m3/s まで 

★4 白根排水機場は排水規制なし 
 

2)運転調整の対応手順 

①運転調整（停止）の準備要請、停止要請、再開可能通知のタイミング 

 運転調整（停止）要請等の連絡は、白根橋水位観測所の水位を基準に行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）要請・通知のタイミング概念図 

 

 

 信
濃
川 

信
濃
川 

中ノ口川 

道金水位観測所 白根橋水位観測所 

曲通排水機場★1 

（新潟市、西蒲土改） 

12.80m3/s 

七穂排水機場★2 

（農地部、西蒲土改） 

46.10m3/s 

白根排水機場★4 
(白根郷土改) 

37.70m3/s 

中部排水機場★3 
(白根郷土改) 

43.00m3/s 

鰺潟ポンプ場 
（新潟市下水道管理センター） 

8.05m3/s 

白根水道町ポンプ場 
（新潟市下水道管理センター） 
11.70m3/s 

萱場排水機場 
28.00m3/s 

須頃郷排水機場 
5.13m3/s 

　

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

時間

白
根

橋
水

位
(ｍ

)

(1)準備要請

(2)排水停止要請
(3) 再開可能通知

はん濫注意水位
（警戒水位）4.10

はん濫危険水位
（危険水位）5.69

5.47

白根市街地排水ポンプ場 
（新潟市下水道管理センター） 

0.99m3/s 
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②対応フロー 

  関係機関との連絡は FAX を用いて行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

河川管理課 
（水防本部） 新潟地域整備部 三条地域整備部 

排水機場管理者 
・新潟市南区 
・新潟農林振興部 
・新潟巻農業振興部 
・新潟市下水道管理センター 

◎準備要請 

◎再開可能通知 

FAX 

準備要請 

◎停止要請 

白根橋水位 4.10m 

（はん濫注意水位） 

白根橋水位 

5.47m に低下 

FAX 回答 

(停止可･不可) 

各
排
水
機
場 （FAX 転送） 

FAX 

再開可能通知 

白根橋水位 5.69m 

（はん濫危険水位） 

FAX 

停止要請 

水位の監視 
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3)様式（FAX 伝達） 

 
 

025-280-5415 



３）情報伝達系統
①蒲原大堰及び中ノ口川水門の洪水時操作（FAX）伝達

国土交通省

信濃川下流河川事務所（災害対策室）

TEL 025-266-7340
FAX 025-267-1032
mail shinage-yosoku@hrr.mlit.go.jp
（代表）

TEL 025-266-7131

県水防本部（河川管理課）

（河川維持海岸係）

TEL 025-280-5414
FAX 025-283-6517
無線 8-7-20-3270
mail suibou-honbu@pref.niigata.lg.jp
※上記が対応できないとき

（施設管理係）

TEL 025-280-5415
無線 8-7-20-3272
（防災係）

TEL 025-280-5416
無線 8-7-20-3274
（夜間・休日 河川維持管理係長）

FAX
（着信確認あり）

新潟市（危機管理防災局危機対策課）

TEL 025-226-1146
不在の場合 025-228-1000（警備員）
FAX 025-224-0768
mail kikitaisaku@city.niigata.lg.jp

FAX転送
（TEL確認）

新潟地域振興局

地域整備部（治水課）

TEL 025-273-3197
FAX 025-275-8711
mail suibou-niigata@pref.niigata.lg.jp
夜間・休日（警備員室）

TEL 0250-24-7112

三条地域振興局

地域整備部（治水課）

TEL 0256-36-2315
FAX 0256-36-2290
mail suibou-

sanjyou@pref.niigata.lg.jp
夜間・休日（警備員室）

FAX

新潟地域振興局

農林振興部（農村計画課）

TEL 0250-24-8303
FAX 0250-24-8264
mail ngt112130@pref.niigata.lg.jp
夜間・休日（警備員室）

TEL 0250-24-7112

新潟地域振興局

巻農業振興部（農村計画課）

TEL 0256-72-0959
FAX 0256-72-2955
mail ngt112160@pref.niigata.lg.jp
夜間・休日（副部長）

新潟市南区役所（地域総務課）

TEL 025-372-6431
FAX 025-373-3933
mail chiikisomu.s@city.niigata.lg.jp
不在の場合（安全安心G係長）

適宜：水位情報FAX
※河川管理課は不要
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②中ノ口川排水規制（準備・停止・再開）
要請（FAX） 発表基準

白根橋
4.10
5.69
5.47

回答・報告（FAX）

準備（Lv2）
停止（Lv4）
再開

県水防本部（河川管理課）

（河川維持海岸係）

TEL 025-280-5414
FAX 025-283-6517
無線 8-7-20-3270
mail suibou-honbu@pref.niigata.lg.jp
※上記が対応できないとき

（施設管理係）

TEL 025-280-5415
無線 8-7-20-3272
（防災係）

TEL 025-280-5416
無線 8-7-20-3274
（夜間・休日 河川維持管理係長）

新潟地域振興局

地域整備部（治水課）

TEL 025-273-3197
FAX 025-275-8711
mail suibou-niigata@pref.niigata.lg.jp
夜間・休日（警備員室）

TEL 0250-24-7112

FAX

三条地域振興局

地域整備部（治水課）

TEL 0256-36-2315
FAX 0256-36-2290
mail suibou-sanjyou@pref.niigata.lg.jp
夜間・休日（警備員室）

TEL 0256-36-2330
新潟市南区役所（地域総務課）

TEL 025-372-6431
FAX 025-373-3933
mail chiikisomu.s@city.niigata.lg.jp
不在の場合 （安全安心係長）

新潟地域振興局

農林振興部（農村計画課）

TEL 0250-24-8303
FAX 0250-24-8264
mail ngt112130@pref.niigata.lg.jp
夜間・休日（警備員室）

TEL 0250-24-7112

新潟地域振興局

巻農業振興部（農村計画課）

TEL 0256-72-0959
FAX 0256-72-2955
mail ngt112160@pref.niigata.lg.jp
夜間・休日（副部長）

新潟市下水道管理センター

TEL 025-281-9050
FAX 025-281-9070
夜間・休日

TEL 025-281-9200

県水防本部（河川管理課）

（河川維持海岸係）

TEL 025-280-5414
FAX 025-283-6517
無線 8-7-20-3270
mail suibou-honbu@pref.niigata.lg.jp
※上記が対応できないとき

（施設管理係）

TEL 025-280-5415
無線 8-7-20-3272
（防災係）

TEL 025-280-5416
無線 8-7-20-3274
（夜間・休日 河川維持管理係長）

新潟地域振興局

地域整備部（治水課）

TEL 025-273-3197
FAX 025-275-8711
mail suibou-niigata@pref.niigata.lg.jp
夜間・休日（警備員室）

TEL 0250-24-7112

FAX

新潟市南区役所（地域総務課）

TEL 025-372-6431
FAX 025-373-3933
mail chiikisomu.s@city.niigata.lg.jp
不在の場合 （安全安心G係長）

新潟地域振興局

農林振興部（農村計画課）

TEL 0250-24-8303
FAX 0250-24-8264
mail ngt112130@pref.niigata.lg.jp
夜間・休日（警備員室）

TEL 0250-24-7112

新潟地域振興局

巻農業振興部（農村計画課）

TEL 0256-72-0959
FAX 0256-72-2955
mail ngt112160@pref.niigata.lg.jp
夜間・休日（副部長）

FAX
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